
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北条高校保健室 

令和６年７月 

梅雨の時期を迎え、むしむし、じめじめした毎日が

続いています。体調を崩している人はいませんか？ 

１学期も残りわずかとなりました。これからますます

気温が高くなりますので、熱中症などにならないよ

う、健康管理に努めましょう。 

７月の保健目標 

疾病治療の継続をしよう 

夏の健康に留意しよう 

 

 

 



 

 

 

 （保護者の皆様へ）スポーツ振興センターの災害共済給付制度について 

・ 学校管理下（授業中、部活動中、登下校中、休憩時間中など）で起こったけがで、医療機関等を受診した

場合は、スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になります。 

 ※初診から治癒までの自己負担（窓口で支払った金額）が 1,500円以上の場合に限ります。 

・ スポーツ振興センターに医療費を請求するときは、手続きが必要です。学校管理下でけがをした場合

は、担任や顧問を通じて保健室へお知らせください。 

 ※災害発生から 2 年が経過すると、時効になり請求ができなくなります。けがをして受診された場合

は、早めにお知らせください。 

 

※松山市、今治市等多くの自治体で、18 歳に到達する年度末まで医療費が助成される制度があります

が、学校の管理下におけるけがで受診した場合は、スポーツ振興センターの災害共済給付制度を優先す

ることとなっています。学校管理下でけがをした場合は、医療機関で自己負担額をお支払いいただき、そ

の後、スポーツ振興センターの手続きを行ってください。ただし、自己負担額が1,500円以下でスポーツ

振興センターの対象外となった場合は、医療費助成の対象となりますので、各自治体にお問い合わせく

ださい。 


